
 

 

 現 場 説 明 書        教育局総務企画部学校施設課 

   下記のとおり説明いたします。 

１ 工 事 名  仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借 

２ 工 事 場 所 仙台市太白区中田町字法地南 4 番地の 2 

３ 

 

説 

 

 

 

明 

 

 

 

事 

 

 

 

項 

 

１．本賃貸借契約の締結は，長期継続契約とし，賃料のほか，仮設校舎建上げ，

解体工事費一式を含むものとする。 

  

２．賃貸借期間は平成 25 年 8 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までとし， 

賃貸借期間開始までに建上げを完了し，賃貸借期間完了後に解体をする。 

 

３．賃貸借料の支払いは仕様書に記載の方法による。 

なお，年度毎の支払い額は契約書に記載の金額よる。 

 

４．本賃貸借に関する質疑応答は指名通知にあるとおりとする。 

 

５．労働災害防止は建設業の第一目標であるので，社内，関係機関と十分に 

協議，打合せを行い，その防止に万全を期すること。 

  

６．労働基準法第 89 条就業規則，同 108 条賃金台帳の調整，作成を適正 

 に実施するとともに，下請の業者についても同様に履行するよう指導する 

こと。 

 




